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本件についてのお問合せは京都銀行 経営企画部 広報調査室までご連絡ください 電話番号 075-361-2292 
Ｆ Ａ Ｘ 075-361-4581 

 

 

 

電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針について 

  京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、中期経営計画「Timely & Speedy」（平成２９年度～

平成３１年度）において、メインテーマを「コンサルティング機能の発揮」としており

ます。そうした中で、より多くのお客様との接点を拡大させるため、ライフスタイルの

変化や技術進展に応じた便利なサービスを充実させていく方針としております。 

今般、銀行法等の一部を改正する法律（平成２９年６月２日公布）に基づき「電子決済等

代行業者との連携及び協働に係る方針」を別紙の通り策定しましたので、お知らせいたします。

なお、当方針を変更する場合は、当行ホームページ上でお知らせいたします。 

当行では、今後も新しいテクノロジーを取り入れた付加価値の高いサービスの提供を通じて、

お客様の利便性の向上に努めてまいります。 

 

以  上
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電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針 

銀行法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第四十九号）に基づく標記の方針を次の

通りと致します。なお、当方針を変更する場合には、当行ホームページにおいてお知らせします。 

 

１．基本方針 

当行は、オープン・イノベーションの重要性・有用性に十分配意するなかで、銀行業務

の健全かつ適切な運営ならびに利用者保護を確保するため、利用者ニーズが高い分野を中

心にリスクを判断しつつ、電子決済等代行業者との連携及び協業を図ってまいります。 

 

２．資金移動に係るAPIについて 

当行は、当行のお客さまが安全性を確保しつつより便利かつ高度なサービスをご利用頂

けるよう、法人のお客さまについては平成３１年４月を目途とし電子決済等代行業者（注）

と資金移動に係る API 連携が可能となるよう体制を整備してまいります。個人のお客さま

についても整備を行う予定としておりますが、時期については未定です。決定次第、公表

致します。 

 

（注）銀行法等の一部を改正する法律（平成二十九年六月二日公布）による改正後

の銀行法第二条第一八項に定める事業者。 

 

３．口座情報の参照に係るAPIについて 

当行は、当行のお客さまが安全性を確保しつつより便利かつ高度なサービスをご利用頂

けるよう、個人のお客さま、法人のお客さまともに平成３１年４月を目途とし、電子決済

等代行業者と口座情報の参照に係るAPI連携が可能となるよう体制を整備してまいります。 

 

４．API連携に係るシステムについて 

当行ではシステムの設計、運用及び保守を第三者に委託する方針としておりますが、一

般社団法人全国銀行協会が事務局を務める「オープンAPIのあり方に関する検討会」によ

る「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書－オープン・イノベーションの活性化に

向けて」（平成２９年７月）に基づきシステム構築を行ってまいります。 

 

５．連絡先 

当行と連携及び協業をご検討される電子決済等代行業者の方は次の連絡先までお問い合

わせ下さい。 
 

経営企画部 （api@kyotobank.co.jp） 

 

６．参考情報 

当行ではAPI関連システムについてＮＴＴデータへ委託することとしております。 

以 上 

（別 紙） 


